
答申第４７号

（諮問第６３号）

答 申

第１ 審査会の結論

大分県知事（以下「実施機関」という。）が平成２１年６月１２日付けで行っ

た公文書非公開決定処分は、妥当である。

第２ 異議申立てに至る経緯

１ 公文書の公開請求

異議申立人は、大分県情報公開条例（平成１２年大分県条例第４７号。以下「条

例」という。）第６条第１項の規定により、平成２１年４月２１日付けで、実施

機関に対して、次の内容の公文書公開請求（以下「本件公開請求」という。）を

行った。

『大分県議会で承認された不正経理に対する返還金処理問題で、会計検査院が作

成した不正経理の指摘箇所等を示す資料の開示を求める。

① 業者に発注した印刷物等の納入が、次年度にまたがったにも係わらず、年

度内納入を装った計１９件、約３５０万円分の会計検査院の資料。

② 臨時職員の賃金に別の費目の補助金を流用した３件、１５万円分の会計検

査院の資料。』

２ 実施機関の決定

実施機関は、本件公開請求について下記①から⑦までの公文書を特定した上で、

①から④までの公文書については公開決定を、⑤から⑦までの公文書（以下「本

件対象公文書」という。）については、条例第７条第１号又は第２号イ並びに同

条第４号及び第５号に該当することを理由に非公開決定を行い、それぞれ平成２

１年６月１２日付けで異議申立人に通知した。

①「参考資料」都道府県等における国庫補助事業に係る事務費等の経理等の

状況について（平成２０年１１月４日会計検査院第５局特別検査課）

② 記者発表「特定検査状況」

③ 記者発表「補助・国交省分」

④ 記者発表「補助・農水省分」

⑤「大分県ファイル（平成２０年１０月１５日受領）」

⑥「大分県ファイル（平成２０年７月１６日受領）」

⑦「大分県ファイル（平成２０年７月１７日受領）」



３ 異議申立て

異議申立人は、上記の非公開決定について、行政不服審査法（昭和３７年法律

第１６０号）第６条の規定により、平成２１年６月２３日付けで、実施機関に対

して異議申立て（以下「本件異議申立て」という。）を行った。

第３ 異議申立人の主張の要旨

１ 異議申立ての趣旨

非公開決定処分を取り消すとの決定を求める。

２ 異議申立ての理由

異議申立人の主張は、概ね次のとおりである。

憲法第９８条には、「この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する

法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を

有しない」と、憲法第９９条には、「（略）公務員は、この憲法を尊重し擁護す

る義務を負う」と記されている。更に、憲法第９２条には、『地方自治の基本原

理』が記され、それに基づき地方自治法が制定され、同法第２条第１６項には、

「地方公共団体は、法令に違反してその事務を処理してはならない」と明記され

ている。

会計検査院から指摘された不正行為は、補助金適正化法違反にあたるとともに、

刑法（公文書偽造、同行使）にも違反し、このことは、地方自治法違反に該当し、

上位法の憲法に反する行為である。

条例の運用は、『法律の順守』が基本にあってのみ正当化できるものであり、

大分県が条例を行使する権利は、違法行為発覚において消滅したと考えるのが妥

当であり、自らの不始末を隠ぺいするための本件非公開決定は不当である。

第４ 実施機関の主張の要旨

本件異議申立てに対する実施機関の説明は、概ね次のとおりである。

１ 本件対象公文書の内容について

本件対象公文書は、会計検査院が行った２０検査年次の検査過程において、検

査報告として取りまとめるに際し、実地検査の結果等を整理した上で、その内容

を確認するために本県に送付されてきた資料である。すなわち、会計検査院が本

県において実施した実地検査の結果、不適切な会計処理があったと指摘した事実

について、会計検査院において、把握した個々の会計処理内容を検査の目的及び

検査上の関心に則して整理した一覧表である。



２ 本件対象公文書の非公開情報該当性判断について

(1) 条例第７条第５号該当性について

本件対象公文書は、２０検査年次に本県に対して行われた補助事業に係る実

地検査の結果等について、会計検査院が、一定の検査の目的及び検査上の関心

に即して一覧表として整理し、本県に対して確認のために送付したものである。

これらの文書からは本県に対して行われた、２０検査年次における検査を実

施する上での重点事項、着眼点及び関心並びに本件実地検査の具体的な検査内

容、検査手順、検査手法等といった、会計検査院の検査上のノウハウが読み取

れることとなる。強制捜査の権限を背景としていない会計検査院の検査にとっ

ては、これら検査上のノウハウはきわめて重要であり、また長年の検査過程に

よって蓄積されてきた特別なものであり、仮にこれらが外部に漏れることにな

ると、将来同種又は類似の会計検査を受ける受検機関等があらかじめ具体的な

検査手法等を知り得ることとなり、ひいては会計検査院の指摘を逃れようとす

る者に「どのような書類を、どれぐらいの範囲で、つじつま合わせを行えばよ

いか」などと考える糸口を与えることになる。

すなわち、本件対象公文書が公開されると、将来同種又は類似の検査を受け

る受検機関等があらかじめ検査上のノウハウを知り得ることになり、受検機関

等により会計検査院の検査に必要な情報・資料の収集活動が阻害・妨害され、

又は知り得た検査情報を使い周到な隠蔽作業が施される事態を招き、結果とし

て厳正かつ効果的な検査の実施に支障を及ぼすおそれがあるのである。

したがって、本件対象公文書は、「国の機関である会計検査院が行う事務に

関する情報であって、公にすることにより、会計検査に係る事務の性質上、当

該事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ」及び「検査に係る事務に関し、正

確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、

若しくはその発見を困難にするおそれ」があると認められるため、条例第７条

第５号柱書き及びイに掲げる非公開情報に該当する。

(2) 条例第７条第４号該当性について

会計検査院の検査過程では、本件のように会計検査院と受検機関等の間で、

検査結果等の確認のために意見交換等が行われている。本件において、この意

見交換等の内容が外部に公開されるとなると、会計検査院が将来類似の検査を

行おうとする場合に、受検機関側はその意見交換や議論の内容が後日外部に公

開される可能性を考慮することとなり、検査結果等の確認のための意見交換等

においても、会計検査院は受検機関等より検査への理解や協力が得られなくな

るおそれなどがある。

したがって、本件対象公文書は、「県の機関と国の機関である会計検査院と

の間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、



率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ」など

があると認められるため、条例第７条第４号に掲げる非公開情報に該当する。

(3) 条例第７条第１号又は第２号該当性について

さらに、本件対象公文書の一部には、特定の個人への支出に係る情報又は法

人の名称がそれぞれ記録されている。

したがって、これらの情報は、「個人に関する情報であって、当該情報に含

まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができ

るもの」であり、また「法人に関する情報であって、公にすることにより当該

法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの」と認

められるため、条例第７条第１号又は同条第２号イに掲げる非公開情報に該当

するものである。

第５ 審査会の判断

審査会は、本件対象公文書を見分し、異議申立人及び実施機関双方並びに会計

検査院から提出された書類を踏まえて審議した結果、次のとおり判断した。

１ 本件対象公文書について

本件対象公文書は、会計検査院が、平成２０検査年次の検査過程において、本

県に対して行った実地検査の結果等を踏まえて作成した資料で、会計検査院から

本県に対し確認のために送付されたものである。

２ 非公開情報該当性について

(1) 条例第７条第５号

本号は、県又は国等の機関の事務事業の適正な遂行を確保するため、公開す

ることにより、当該事務事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがある

と認められる情報については、非公開とすることを定めたものである。また、

監査や検査などの事務事業において、それが反復・継続して実施される場合に

は、当該事務事業のみならず、将来の同種の事務事業の適正な遂行に支障を及

ぼすおそれがあると認められる情報についても、本号に該当する情報として非

公開とする趣旨である。

そして、同号イは、「支障を及ぼすおそれ」として、「監査、検査、（略）に

係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当

な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ」を例示的に掲げて

いる。

(2) 条例第７条第５号該当性の判断

本件対象公文書は、会計検査院が実施した実地検査の結果等に関する情報が

検査の目的及び一定の検査上の関心に即して一覧表として整理されたものであ



り、本件対象公文書からは、本県に対して行われた実地検査に関して、具体的

な検査の着眼点、検査事項、検査の内容等といった、会計検査院の検査手法、

検査上のノウハウ等を読み取ることが可能である。

これらの情報が公開されると、会計検査院が将来同種の検査を実施する場合

に、受検機関等があらかじめこれらの検査手法、検査上のノウハウ等を知り得

ることになり、周到な実地検査対策を施したり、さらには書類の改ざん等の隠

ぺい工作を図ることが容易になるなど、厳正かつ効果的な検査の実施に支障を

及ぼすおそれがあると認められる。

したがって、本件対象公文書に記録された情報は、公開することにより、国

の機関である会計検査院の「検査に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難

にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困

難にするおそれ」があると認められるため、条例第７条第５号イに掲げる非公

開情報に該当する。

(3) まとめ

以上のことから、実施機関の主張している他の理由について検討するまでも

なく、本件対象公文書については、条例第７条第５号イに該当し、非公開が妥

当であると認められる。

なお、異議申立人は前記第３のとおり主張するが、本件異議申立てにおいて

問題となるのは、本件対象公文書の公開の可否、すなわち本件対象公文書を公

開することによる会計検査院の検査事務に支障を及ぼすおそれの有無であり、

異議申立人の主張は上記の判断に影響を与えるものではない。

３ 結論

以上のとおり、実施機関が本件対象公文書を非公開としたことは妥当である。

よって、「第1 審査会の結論」のとおり判断する。

第６ 審査会の処理経過

審査会の処理経過は、次のとおりである。

年 月 日 処 理 内 容

平成２１年 ７月１３日 諮 問

平成２１年 ７月２９日 事案審議 （平成２１年度第３回審査会）

平成２１年１２月２５日 事案審議 （平成２１年度第８回審査会）

平成２２年 １月２７日 事案審議 （平成２１年度第９回審査会）

平成２２年 ２月２４日 答申決定 （平成２１年度第10回審査会）
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宇 野 稔 大分大学経済学部教授 会長代行

武 田 寛 大分県商工会議所連合会専務理事

森 哲 也 大分合同新聞社特別顧問

矢野目 真 弓 大分県地域婦人団体連合会会長


